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「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」 

について 

 

 

医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療するための医薬

品の多剤服用等によって、安全性の問題が生じやすい状況にあることから、平成 29年４月

に「高齢者医薬品適正使用検討会」を設置し、高齢者の薬物療法の安全確保に必要な事項

の調査・検討を進めており、これまでに「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」及び

「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編(療養環境別)）」を取りまとめたところです。 

今般、検討会での議論を経て「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と

進め方」を取りまとめましたので、貴管下医療機関等において、医薬品に係る医療安全推

進のため、ご活用いただきますよう、周知方お願いいたします。 

なお、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」で使用している

用語については、下記のとおり、併せて留意をお願いします。 

 

記 

 

1. 「薬物有害事象」は、薬剤の使用後に発現する有害な症状又は徴候であって薬剤との

因果関係の有無を問わない概念です。 

 

2. 「ポリファーマシー」は、単に服用する薬剤数が多いのみならず、それに関連して薬

物有害事象のリスク増加、服用過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状

態をいいます。 


